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●5 八王子都税事務所から　自動車税は６月２日（月）までに納付を

 
■
あ
き
家
入
居
者
募
集 

　

詳
細
は
「
申
し
込
み
・
募
集
の
し

お
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
市
営
住
宅
～
募
集
住
宅
お
よ
び
戸

数
…
一
般
世
帯
向
け
３
戸
（
川
原
付

団
地
１
戸
、
向
川
原
団
地
１
戸
、
第

一
東
光
寺
団
地
１
戸
）

▼
都
営
住
宅
地
元
割
当
～
募
集
住
宅

お
よ
び
戸
数
…
１
・
２
人
世
帯
向
け

１
戸
（
新
井
）

　

い
ず
れ
も
a
し
お
り
の
配
布
…
６

月
２
日
㈪
～　

日
㈬
午
前
８
時　

分

１１

３０

～
午
後
５
時　

分
に
市
役
所
１
階
市

１５

民
相
談
窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅

連
絡
所
で
配
布
※
日
曜
日
を
除
く
k

６
月　

日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
申
込

１３

用
紙
を
郵
送
ま
た
は
持
参
l
〒　

們
１９１

８
６
８
６
日
野
市
役
所
４
階
財
産
管

理
課

 
■
児
童
手
当
、
児
童
育
成
手
当
と
お

子
さ
ん
の
医
療
費
助
成 

▼
児
童
手
当
、
児
童
育
成
（
育
成
・

障
害
）
手
当

　

中
学
生
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て

住　

宅

住　

宅

住　

宅

子
育
て

子
育
て

子
育
て

い
る
家
庭
の
主
た
る
生
計
者
に
児
童

手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で　
１８

歳
の
年
度
末
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
に
育
成
手
当
が
、
障
害
の

あ
る　

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て

２０

い
る
方
に
障
害
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

支
給
要
件
・
申
請
に
必
要
な
書
類
、

所
得
制
限
額
（
下
表
参
照
）
な
ど
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
の
振

り
込
み

　

平
成　

年
２
～
５
月
分
の
児
童
手

２６

当
（
特
例
給
付
含
む
）
と
児
童
育
成

手
当
は
、
６
月　

日
㈮
に
指
定
の
口

１３

座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▼
お
子
さ
ん
の
医
療
費
助
成

　

医
療
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
提

示
す
る
と
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担

額
が
助
成
さ
れ
ま
す
（
乳
幼
児
は
全

額
。
小
・
中
学
生
は
通
院
１
回　

円
２００

の
自
己
負
担
あ
り
）。

　

小
・
中
学
生
の
医
療
費
助
成
に
は

所
得
制
限
（
下
表
参
照
）
が
あ
り
ま

す
。　

月
１
日
か
ら
は
平
成　

年
中

１０

２５

の
所
得
で
判
定
し
ま
す
の
で
、
現
在

医
療
証
を
お
持
ち
で
な
く
所
得
制
限

内
の
方
は
、
９
月　

日
ま
で
に
申
請

３０

を
し
て
く
だ
さ
い
。　

月
１
日
以
降

１０

に
申
請
し
た
場
合
は
、
申
請
日
か
ら

の
資
格
と
な
り
ま
す
。

f
乳
幼
児
、
小
・
中
学
生
（
６
歳
に

達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
４

月
１
日
～　

歳
年
度
末
の
児
童
）
を

１５

養
育
し
て
い
る
方
※
小
・
中
学
生
を

養
育
し
て
い
る
方
は
平
成　

年
中
の

２５

所
得
が
制
限
額
未
満
（
左
表
参
照
）

▼
児
童
手
当
、
児
童
育
成
手
当
、
子

ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
現
況
届
を

送
付
し
ま
し
た

　

年
度
の
切
り
替
え
に
よ
り
、
現
在

受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
、
現
況
届
を

送
付
し
ま
し
た
。
こ
の
届
け
出
に
よ

っ
て
年
度
切
り
替
え
後
の
資
格
を
確

認
し
ま
す
の
で
、
６
月
中
に
更
新
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※
主
た
る
生
計
者
の
所
得
の
み
で
判

定
。
扶
養
人
数
は
平
成　

年
中
の
控

２５

除
対
象
配
偶
者
を
含
む
扶
養
数
。
所

得
額
に
は
社
会
保
険
料
控
除
相
当

（
一
律
控
除
分
）
８
万
円
が
加
算
さ

れ
て
い
ま
す
。
障
害
者
・
寡
婦
（
夫
）

・
医
療
費
控
除
、
老
人
扶
養
な
ど
が

あ
る
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
を

　

い
ず
れ
も
l
子
育
て
課

 
■
６
月
は
浸
水
対
策
強
化
月
間
～
浸

水
へ
の
備
え
を
お
願
い
し
ま
す 

　

道
路
に
あ
る
雨
水
ま
す
や
、
側
溝

が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
と
、
雨
水
が
雨

水
管
に
流
れ
込
ま
ず
、
浸
水
の
危
険

性
が
高
ま
り
ま
す
。
雨
水
ま
す
や
側

溝
に
ご
み
を
入
れ
た
り
、
上
に
物
を

■所得制限一覧表
所得額

扶養人数 児童手当・
医療費助成児童育成手当

６３０万円３６８.４万円０人

６６８万円４０６.４万円１人

７０６万円４４４.４万円２人

７４４万円４８２.４万円３人

１人増すごとに３８万円を加算４人以上

市
民
生
活

市
民
生
活

市
民
生
活

置
い
た
り
し
な
い
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
東
京
ア
メ
ッ
シ
ュ（h

ttp://tokyo-am
e.jw
a.or.jp

/

）
で
降
雨
情
報
を
配
信
し
て
い
ま

す
。
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

l
東
京
都
下
水
道
局
流
域
下
水
道
本

部
（
緯　
・　

・
４
８
２
８
）、
市
下

０４２
５２７

水
道
課

■
６
月
８
日
㈰
～　

日
㈯
は
危
険
物

１４

安
全
週
間
「
危
険
物　

一
人
ひ
と
り

が
責
任
者
」 

　

職
場
や
家
庭
で
危
険
物
の
認
識
を

高
め
、
危
険
物
に
起
因
し
た
事
故
や

災
害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　
「
危
険
物
」
は
、
ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油

な
ど
の
燃
料
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
消
毒
用
の
ア
ル
コ
ー
ル
、
接
着

剤
や
ア
ロ
マ
オ
イ
ル
、
化
粧
品
な
ど

の
身
近
な
も
の
が
、
危
険
物
に
該
当

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
製
品
に
記

載
さ
れ
た
取
り
扱
い
方
法
や
注
意
書

き
を
よ
く
読
み
、
正
し
い
取
り
扱
い

を
し
ま
し
ょ
う
。

l
日
野
消
防
署
（
緯　
・
０
１
１
９
）

５８１

■
雨
季
が
到
来
～
危
険
な
崖
崩
れ
、

家
の
周
り
の
再
点
検
を 

　

梅
雨
の
季
節
や
台
風
が
多
い
時
期

は
、
長
雨
や
集
中
豪
雨
で
地
盤
が
ゆ

る
み
、
崖
や
よ
う
壁
な
ど
の
崩
壊
が

起
こ
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

特
に
、
危
な
い
崖
や
不
完
全
な
よ

う
壁
で
覆
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
家
で
は
、
大
き
な
被
害
を
受
け
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
方
々

の
生
命
、
財
産
に
ま
で
危
険
を
及
ぼ

す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、

日
頃
か
ら
家
の
周
り
の
安
全
を
確
か

め
、
危
な
い
石
積
み
や
土
留
め
は
補

強
し
、
雨
水
の
排
水
を
よ
く
す
る
な

ど
し
て
、
安
全
対
策
に
心
が
け
ま
し

ょ
う
。

　

す
で
に
、
関
係
機
関
か
ら
改
善
な

ど
の
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告
を
受
け

て
い
る
方
は
、
必
ず
、
補
強
、
改
良

な
ど
の
工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
律
（
宅
地
造
成
等
規
制

法
）
で
定
め
る
区
域
内
で
、
一
定
の

高
さ
以
上
を
切
り
土
、
盛
り
土
し
た

り
、
よ
う
壁
な
ど
を
築
造
す
る
と
き

は
、
事
前
に
許
可
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

l
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所

（
緯　
・　

・
２
０
３
７
）、
市
都
市

０４２
５４８

計
画
課

■
全
国
ご
み
不
法
投
棄
監
視
ウ
イ
ー

ク
～
監
視
強
化
に
ご
協
力
を 

　

環
境
省
で
は
、
５
月　

日
（
ご
み

３０

ゼ
ロ
の
日
）
～
６
月
５
日
（
環
境
の

日
）
の
１
週
間
を
「
全
国
ご
み
不
法

投
棄
監
視
ウ
イ
ー
ク
」
と
し
て
位
置

づ
け
、
不
法
投
棄
ゼ
ロ
に
向
け
て
の

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
内
で
も
、
ご
み
の
不
法
投
棄
が

増
え
て
お
り
、
不
法
投
棄
を
無
く
す

た
め
に
も
、
不
法
投
棄
を
見
逃
さ
な

い
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

不
法
投
棄
の
現
場
を
発
見
し
た
場

合
に
は
、
警
察
へ
の
通
報
な
ど
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

　

不
法
投
棄
ゼ
ロ
に
向
け
、
皆
さ
ま

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

l
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課
（
緯　

・
０
４

５８１

４
４
）

■
ご
み
は
な
る
べ
く
自
宅
で
排
出
を

～
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
の
持
ち
込

み
は
で
き
る
限
り
避
け
て
く
だ
さ
い

　

ご
み
の
処
理
を
行
っ
て
い
る
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
、
現
在
、
旧
し

尿
処
理
施
設
の
解
体
工
事
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
で
き
る
限
り
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
へ
の
ご
み
の
持
ち
込
み

は
避
け
、
粗
大
ご
み
、
可
燃
・
不
燃

ご
み
や
資
源
物
は
自
宅
か
ら
出
す
よ

う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
ご
み
の
量
が
多
く
、
ど
う

し
て
も
ま
と
め
て
出
し
た
い
時
な
ど

に
は
、
市
内
で
ご
み
収
集
の
許
可
を

得
て
い
る
業
者
に
有
料
で
依
頼
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
資
源
ご
み
の
一
部
は
中
間

処
理
業
者
に
直
接
持
ち
込
む
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、
ま
と
ま
っ
た
量
を

出
さ
れ
る
場
合
は
、
次
の
処
理
業
者

に
直
接
お
持
ち
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
中
間
処
理
業
者
（
下
田
商
店
・
万

願
寺
２
の　

の
６
）
…
a
火
曜
～
日

３５

曜
日
午
前
９
時
～
午
後
４
時
※
第
４

・
第
５
日
曜
日
を
除
く
d
持
ち
込
み

で
き
る
資
源
物
…
新
聞
紙
、
雑
誌
・

雑
紙
、
段
ボ
ー
ル
、
牛
乳
パ
ッ
ク
、

古
布
、
ア
ル
ミ
缶
k
下
田
商
店
（
緯

　

・
０
７
５
３
）
へ
電
話
l
ご
み
ゼ

５８３ロ
推
進
課
（
緯　

・
０
４
４
４
）

５８１

　ハチの巣は、大きくなる前に発見できれば駆除
も難しくはありません。日頃から軒下、フェンス
周り、エアコンの室外機や換気扇のダクト内など
を見回ったり、庭木の剪定をこまめにしましょ
う。
　道路や公園などの公共施設にハチの巣ができた
場合は、各施設の管理部署にご連絡ください。私
有地にできたハチの巣については、所有者に対応
をお願いしています。駆除を業者に依頼する場合
は、職業別電話帳の「消毒業」の業者に相談して
ください。
　また、東京都ペストコントロール協会（緯０３－
３２５４－００１４）では、ハチなどの駆除の無料相談を
行っています。
l環境保全課

ハチの巣

ご注意を
に

学童クラブ

小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生をををををををををををををををををををををををを対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象にににににににににににににににににににににににに夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中小学４年生を対象に夏休み期間中ののののののののののののののののののののののののの
入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請をををををををををををををををををををををををを受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付入会申請を受け付けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ
小学４年生を対象に夏休み期間中小学４年生を対象に夏休み期間中のの
入会申請を受け付入会申請を受け付けけ
　８月の夏休み期間中、保護者による育成が困難な小学
４年生の受け入れを行います（受け入れ人数は下表の通
り）。申込多数の場合は、入会できない場合があります。
詳細は申請書をご覧ください。
　また、申請の際は、書類の確認や説明などがあります
ので、保護者の方が直接窓口へお越しください。
l子育て課
▷育成期間
８月１日㈮～３０日㈯午前８時３０分
～午後５時４５分
▷費用
１人５千円※免除措置あり
▷申請書配布場所
６月２日㈪～２７日㈮（日曜日を除
く）に市内各児童館、学童クラブ、
七生支所、豊田駅連絡所、市役所
２階子育て課（土曜日は市役所１
階市民相談窓口）
▷申請受付日時
６月１８日㈬～２７日㈮午前８時３０分
～午後５時１５分※日曜日を除く
▷受付場所
子育て課

平成２６年度学童クラブ夏休み４年生受け入れ人数
募集人数学童クラブ名
５しんめい学童クラブ
１０七小学童クラブ

１０
東光寺小学童クラブなかよし
東光寺小学童クラブわんぱく

５二小いなほ学童クラブ

１０
二小たんぽぽ学童クラブA
二小たんぽぽ学童クラブB

１０つくし学童クラブ

１０
一小学童クラブA
一小学童クラブB

５四小学童クラブ
５万願寺学童クラブ
５夢が丘小学童クラブ
５七生緑小学童クラブ

※記載のない学童クラブは受け入れなし


